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【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 被 処 理 体 に 対 し て 互 い に 異 な る 種 類 の 処 理 を 施 す 複 数 の 処 理 装 置 と 、
　 処 理 す べ き 被 処 理 体 を 待 機 さ せ る 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト と 、
　 前 記 複 数 の 処 理 装 置 と 前 記 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト と の 間 で 前 記 被 処 理 体 を 搬 送 す る
共 通 搬 送 機 構 と 、
を 有 す る 処 理 シ ス テ ム の 被 処 理 体 の 搬 送 方 法 に お い て 、
　 前 記 い ず れ か の 処 理 装 置 内 に て 被 処 理 体 に 処 理 が 施 さ れ て い る 際 に は 、
　 前 記 処 理 中 の 被 処 理 体 の 処 理 が 完 了 し て 前 記 処 理 装 置 か ら 搬 出 可 能 に な る ま で の 残 存 処
理 時 間 と 、
　 前 記 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト か ら 被 処 理 体 を 取 り 出 し た 後 、 前 記 処 理 中 の 処 理 装 置 に 対 す る
待 機 位 置 に 被 処 理 体 を 搬 送 す る ま で に 要 す る 全 体 搬 送 時 間 と に 基 づ い て 前 記 被 処 理 体 待 機
ポ ー ト か ら の 新 た な 被 処 理 体 の 搬 送 を 開 始 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 処 理 シ ス テ ム
の 被 処 理 体 の 搬 送 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 被 処 理 体 に 対 し て 互 い に 異 な る 種 類 の 処 理 を 施 す 複 数 の 処 理 装 置 と 、
　 前 記 被 処 理 体 の 位 置 決 め を 行 う 位 置 決 め 装 置 と 、
　 処 理 す べ き 被 処 理 体 を 待 機 さ せ る 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト と 、
　 前 記 複 数 の 処 理 装 置 と 前 記 位 置 決 め 装 置 と 前 記 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト と の 間 で 前 記
被 処 理 体 を 搬 送 す る 共 通 搬 送 機 構 と 、
　 を 有 す る 処 理 シ ス テ ム の 被 処 理 体 の 搬 送 方 法 に お い て 、
　 前 記 い ず れ か の 処 理 装 置 内 に て 被 処 理 体 に 処 理 が 施 さ れ て い る 際 に は 、
　 前 記 処 理 中 の 被 処 理 体 の 処 理 が 完 了 し て 前 記 処 理 装 置 か ら 搬 出 可 能 に な る ま で の 残 存 処
理 時 間 と 、
　 前 記 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト か ら 被 処 理 体 を 取 り 出 し て 該 被 処 理 体 を 前 記 位 置 決 め 装 置 へ 搬
送 し 、 位 置 決 め 後 の 被 処 理 体 を 前 記 処 理 中 の 処 理 装 置 に 対 す る 待 機 位 置 に 被 処 理 体 を 搬 送
す る ま で に 要 す る 全 体 搬 送 時 間 と に 基 づ い て 前 記 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト か ら の 新 た な 被 処 理
体 の 搬 送 を 開 始 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 処 理 シ ス テ ム の 被 処 理 体 の 搬 送 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 共 通 搬 送 機 構 は 、 独 立 し て 屈 伸 及 び 旋 回 可 能 に な さ れ た 複 数 の 搬 送 ア ー ム を 有 し 、
前 記 全 体 搬 送 時 間 に は 、 前 記 搬 送 ア ー ム を 用 い て 前 記 位 置 決 め 装 置 に お い て 被 処 理 体 を 入



れ 替 え る た め に 要 す る 入 れ 替 え 時 間 が 含 ま れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 処 理 シ
ス テ ム の 被 処 理 体 の 搬 送 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 全 体 搬 送 時 間 に は 、 前 記 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト に お い て 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト か ら 被 処
理 体 を 取 り 出 し て 搬 出 す る た め に 要 す る 搬 出 時 間 が 含 ま れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃
至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム の 被 処 理 体 の 搬 送 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト に 、 処 理 す べ き 被 処 理 体 が な く な っ て 前 記 位 置 決 め 装 置 内 に 処
理 す べ き 被 処 理 体 が 待 機 し て い る 場 合 に は 、 前 記 残 存 処 理 時 間 と 、 前 記 位 置 決 め 装 置 か ら
前 記 処 理 装 置 の 待 機 位 置 へ 前 記 被 処 理 体 を 搬 送 す る た め に 要 す る 部 分 搬 送 時 間 と に 基 づ い
て 、 前 記 位 置 決 め 装 置 か ら の 新 た な 被 処 理 体 の 搬 送 を 開 始 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ２ 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム の 被 処 理 体 の 搬 送 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 残 留 処 理 時 間 は 、 前 記 位 置 決 め 装 置 内 に 被 処 理 体 が 有 る 場 合 に は 該 被 処 理 体 に 処 理
を 施 す べ き 処 理 装 置 の 残 留 処 理 時 間 で あ り 、 前 記 位 置 決 め 装 置 内 に 被 処 理 体 が 無 い 場 合 に
は 、 前 記 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト か ら 搬 出 さ れ る 被 処 理 体 に 処 理 を 施 す べ き 処 理 装 置 の 残 留 処
理 時 間 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 乃 至 ５ の い ず れ か に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム の 被 処 理
体 の 搬 送 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 位 置 決 め 装 置 内 に 被 処 理 体 が 無 い 場 合 に は 、 前 記 全 体 搬 送 時 間 に は 、 前 記 位 置 決 め
装 置 か ら 最 も 遠 い 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト ま で 前 記 共 通 搬 送 機 構 が 移 動 す る 時 間 が 含 ま れ る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 乃 至 ６ の い ず れ か に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム の 被 処 理 体 の 搬 送 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 複 数 の 処 理 装 置 及 び 前 記 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト は 、 そ れ ぞ れ 処 理 装 置 毎 に 残 留
処 理 時 間 が 管 理 さ れ 、 ま た 、 そ れ ぞ れ 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト 毎 に 全 体 搬 送 時 間 が 管 理 さ れ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ７ の い ず れ か に 記 載 の 処 理 シ ス テ ム の 被 処 理 体 の 搬 送 方 法
。
【 請 求 項 ９ 】
　 被 処 理 体 に 対 し て 互 い に 異 な る 種 類 の 処 理 を 施 す 複 数 の 処 理 装 置 と 、
　 処 理 す べ き 被 処 理 体 を 待 機 さ せ る 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト と 、
　 前 記 複 数 の 処 理 装 置 と 前 記 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト と の 間 で 前 記 被 処 理 体 を 搬 送 す る
共 通 搬 送 機 構 と 、
　 前 記 い ず れ か の 処 理 装 置 内 に て 被 処 理 体 に 処 理 が 施 さ れ て い る 際 に は 、 前 記 処 理 中 の 被
処 理 体 の 処 理 が 完 了 し て 前 記 処 理 装 置 か ら 搬 出 可 能 に な る ま で の 残 存 処 理 時 間 と 、 前 記 被
処 理 体 待 機 ポ ー ト か ら 被 処 理 体 を 取 り 出 し た 後 、 前 記 処 理 中 の 処 理 装 置 に 対 す る 待 機 位 置
に 被 処 理 体 を 搬 送 す る ま で に 要 す る 全 体 搬 送 時 間 と に 基 づ い て 前 記 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト か
ら の 新 た な 被 処 理 体 の 搬 送 を 開 始 す る よ う に 制 御 す る 制 御 部 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 被 処 理 体 に 対 し て 互 い に 異 な る 種 類 の 処 理 を 施 す 複 数 の 処 理 装 置 と 、
　 前 記 被 処 理 体 の 位 置 決 め を 行 う 位 置 決 め 装 置 と 、
　 処 理 す べ き 被 処 理 体 を 待 機 さ せ る 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト と 、
　 前 記 複 数 の 処 理 装 置 と 前 記 位 置 決 め 装 置 と 前 記 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト と の 間 で 前 記
被 処 理 体 を 搬 送 す る 共 通 搬 送 機 構 と 、
　 前 記 い ず れ か の 処 理 装 置 内 に て 被 処 理 体 に 処 理 が 施 さ れ て い る 際 に は 、 前 記 処 理 中 の 被
処 理 体 の 処 理 が 完 了 し て 前 記 処 理 装 置 か ら 搬 出 可 能 に な る ま で の 残 存 処 理 時 間 と 、 前 記 被
処 理 体 待 機 ポ ー ト か ら 被 処 理 体 を 取 り 出 し て 該 被 処 理 体 を 前 記 位 置 決 め 装 置 へ 搬 送 し 、 位
置 決 め 後 の 被 処 理 体 を 前 記 処 理 中 の 処 理 装 置 に 対 す る 待 機 位 置 に 被 処 理 体 を 搬 送 す る ま で
に 要 す る 全 体 搬 送 時 間 と に 基 づ い て 前 記 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト か ら の 新 た な 被 処 理 体 の 搬 送
を 開 始 す る よ う に 制 御 す る 制 御 部 と 、
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　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 被 処 理 体 に 対 し て 互 い に 異 な る 種 類 の 処 理 を 施 す 複 数 の 処 理 装 置 と 、 処 理 す べ き 被 処 理
体 を 待 機 さ せ る 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト と 、 前 記 複 数 の 処 理 装 置 と 前 記 複 数 の 被 処 理 体
待 機 ポ ー ト と の 間 で 前 記 被 処 理 体 を 搬 送 す る 共 通 搬 送 機 構 と 、 を 有 す る 処 理 シ ス テ ム に て
被 処 理 体 を 搬 送 す る に 際 し て 、
　 前 記 い ず れ か の 処 理 装 置 内 に て 被 処 理 体 に 処 理 が 施 さ れ て い る 際 に は 、 前 記 処 理 中 の 被
処 理 体 の 処 理 が 完 了 し て 前 記 処 理 装 置 か ら 搬 出 可 能 に な る ま で の 残 存 処 理 時 間 と 、 前 記 被
処 理 体 待 機 ポ ー ト か ら 被 処 理 体 を 取 り 出 し た 後 、 前 記 処 理 中 の 処 理 装 置 に 対 す る 待 機 位 置
に 被 処 理 体 を 搬 送 す る ま で に 要 す る 全 体 搬 送 時 間 と に 基 づ い て 前 記 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト か
ら の 新 た な 被 処 理 体 の 搬 送 を 開 始 す る よ う に 処 理 シ ス テ ム を 制 御 す る プ ラ グ ラ ム が 記 憶 さ
れ て い る こ と を 特 徴 と す る 記 憶 媒 体 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 被 処 理 体 に 対 し て 互 い に 異 な る 種 類 の 処 理 を 施 す 複 数 の 処 理 装 置 と 、 前 記 被 処 理 体 の 位
置 決 め を 行 う 位 置 決 め 装 置 と 、 処 理 す べ き 被 処 理 体 を 待 機 さ せ る 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー
ト と 、 前 記 複 数 の 処 理 装 置 と 前 記 位 置 決 め 装 置 と 前 記 複 数 の 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト と の 間 で
前 記 被 処 理 体 を 搬 送 す る 共 通 搬 送 機 構 と 、 を 有 す る 処 理 シ ス テ ム に て 被 処 理 体 を 搬 送 す る
に 際 し て 、
　 前 記 い ず れ か の 処 理 装 置 内 に て 被 処 理 体 に 処 理 が 施 さ れ て い る 際 に は 、 前 記 処 理 中 の 被
処 理 体 の 処 理 が 完 了 し て 前 記 処 理 装 置 か ら 搬 出 可 能 に な る ま で の 残 存 処 理 時 間 と 、 前 記 被
処 理 体 待 機 ポ ー ト か ら 被 処 理 体 を 取 り 出 し て 該 被 処 理 体 を 前 記 位 置 決 め 装 置 へ 搬 送 し 、 位
置 決 め 後 の 被 処 理 体 を 前 記 処 理 中 の 処 理 装 置 に 対 す る 待 機 位 置 に 被 処 理 体 を 搬 送 す る ま で
に 要 す る 全 体 搬 送 時 間 と に 基 づ い て 前 記 被 処 理 体 待 機 ポ ー ト か ら の 新 た な 被 処 理 体 の 搬 送
を 開 始 す る よ う に 処 理 シ ス テ ム を 制 御 す る プ ラ グ ラ ム が 記 憶 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る
記 憶 媒 体 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
    【 ０ ０ ４ １ 】
【 発 明 の 効 果 】
  以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 の 処 理 シ ス テ ム 及 び 処 理 シ ス テ ム の 被 処 理 体 の 搬 送 方 法 に
よ れ ば 、 次 の よ う に 優 れ た 作 用 効 果 を 発 揮 す る こ と が で き る 。
  請 求 項 １ ～ ４ 、 ６ ～ に 係 る 発 明 に よ れ ば 、 現 在 処 理 中 の 被 処 理 体 が 、 そ の 処 理 が 完
了 し て 搬 送 可 能 に な る ま で に 要 す る 残 存 処 理 時 間 と 、 そ の 処 理 装 置 ま で 新 た な 未 処 理 の 被
処 理 体 を 搬 送 す る ま で に 要 す る 搬 送 時 間 と を 考 慮 し て 、 新 た な 未 処 理 の 被 処 理 体 の 搬 送 開
始 を 決 定 す る よ う に し た の で 、 共 通 搬 送 機 構 が 未 処 理 の 被 処 理 体 を 保 持 し た ま ま 待 機 す る
無 駄 な 時 間 が ほ と ん ど な く な り 、 全 体 と し て の ス ル ー プ ッ ト を 大 幅 に 向 上 さ せ る こ と が で
き る 。
  請 求 項 ５ に 係 る 発 明 に よ れ ば 、 位 置 決 め 装 置 内 の 最 後 の 一 枚 の 被 処 理 体 を 搬 送 す る 場 合
に も 、 新 た に 仕 掛 け ら れ る 可 能 性 の あ る 未 処 理 の 被 処 理 体 に 対 し て ス ル ー プ ッ ト 向 上 の た
め の 搬 送 開 始 管 理 を 行 う こ と が で き る 。
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